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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
液体の生物学的試料（９２０）から粒子（９３０）を分離し、前記粒子（９３０）を第２
の液体中に再懸濁するための方法であって、該方法は、
ａ）回転可能な容器（２００）の下部（２０７）によって液体が保持されるように、前記
粒子（９３０）を含む前記液体の生物学的試料（９２０）を、前記回転可能な容器（２０
０）中に、前記回転可能な容器（２００）の上部開口（２１０）を通して導入するステッ
プであって、前記回転可能な容器（２００）は、
　前記容器（２００）が周りを回転可能な長手軸（２０１）と、
　前記粒子（９３０）を含む前記液体を受け取るための上部開口（２１０）を備える上部
（２０５）と、
　前記回転可能な容器（２００）が停止している間に前記液体を保持するための、底部を
備える下部（２０７）と、
　前記上部（２０５）と前記下部（２０７）との間に位置し、前記回転可能な容器（２０
０）が回転している間に前記液体を保持するための側方収集チャンバ（２２０）を備える
中間部（２０６）と
を備える、ステップと、
ｂ）前記回転可能な容器（２００）を所定の回転速度でその長手軸（２０１）周りで回転
させるステップであって、前記粒子（９３０）を含む前記液体は、遠心力によって前記側
方収集チャンバ（２２０）へと移動させられ、前記遠心力は、前記側方収集チャンバ（２
２０）の内壁の沈殿領域（３０１）に前記粒子（９３０）を沈殿させるのに充分である、
ステップと、
ｃ）前記回転可能な容器（２００）の回転を減速させて、最終的には停止させるステップ
であって、前記液体は、前記回転可能な容器（２００）の前記下部（２０７）へと戻るよ
うに流れ、角減速度は、前記粒子（９３０）の少なくとも一部が前記側方収集チャンバ（
２２０）の内壁に付着したままであるように、壁と液体との間にせん断力を生じさせるこ
とによって前記側方収集チャンバ（２２０）の内壁から前記粒子（９３０）を引き離すの
に充分でなく、それによって前記粒子（９３０）の前記少なくとも一部を前記液体から分
離する、ステップと、
ｄ）前記粒子（９３０）を前記側方収集チャンバ（２２０）に残した状態で、前記回転可
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能な容器（２００）の底部から前記液体を抜き出すステップと、
ｅ）前記回転可能な容器（２００）にその上部開口（２１０）を通して前記第２の液体を
付加するステップと、
ｆ）前記回転可能な容器（２００）を、その長手軸（２０１）周りで回転させるステップ
と、
ｇ）前記回転可能な容器（２００）の回転を減速させて、最終的には停止させるステップ
と
を含み、
ステップｆ）における角加速度、および／または、ステップｇ）における角減速度は、壁
と液体との間にせん断力を生じさせることによって前記側方収集チャンバ（２２０）の内
壁から前記粒子（９３０）の少なくとも一部を引き離すのに充分である、方法。
【請求項２】
ステップｆ）およびｇ）が、１回または複数回繰り返される、請求項１記載の方法。
【請求項３】
ステップｇ）の後に、以下の、
ｈ）前記回転可能な容器（２００）を、所定の回転速度で第１の方向とは反対の第２の方
向にその長手軸（２０１）周りで回転させるステップと、
ｉ）前記回転可能な容器（２００）の回転を減速させて、最終的には停止させるステップ
と
をさらに含み、
ステップｈ）における角加速度、および／または、ステップｉ）における角減速度は、壁
と液体との間にせん断力を生じさせることによって前記側方収集チャンバ（２２０）の内
壁から前記粒子（９３０）の少なくとも一部を引き離すのに充分である、請求項１または
２記載の方法。
【請求項４】
ステップｆ）およびｇ）、ステップｈ）およびｉ）、ならびに／またはステップｆ）～ｉ
）は、１回または複数回繰り返される、請求項３記載の方法。
【請求項５】
ステップｃ）における減速度が、ステップｆ）またはｇ）における加速度または減速度の
いずれよりも小さい、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
ステップｃ）における減速度が、５０ｒｐｍ／ｓ～１，０００ｒｐｍ／ｓである、請求項
１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
ステップｃ）における減速度が、５０ｒｐｍ／ｓ～４００ｒｐｍ／ｓである、請求項６記
載の方法。
【請求項８】
ステップｆ）および／またはｈ）における加速度が、少なくとも５００ｒｐｍ／ｓである
、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
ステップｇ）および／またはｉ）における減速度が、少なくとも５００ｒｐｍ／ｓである
、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
液体の生物学的試料（９２０）中に存在する可能性のある分析物を単離するための方法で
あって、該方法は、
ａ）回転可能な容器（２００）の下部（２０７）によって液体が保持されるように、前記
液体の生物学的試料（９２０）を、前記回転可能な容器（２００）中に、前記回転可能な
容器（２００）の上部開口（２１０）を通して導入するステップであって、前記回転可能
な容器（２００）は、
　前記容器（２００）が周りを回転可能な長手軸（２０１）と、
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　前記粒子（９３０）を含む前記液体を受け取るための上部開口（２１０）を備える上部
（２０５）と、
　前記回転可能な容器（２００）が停止している間に前記液体を保持するための、底部を
備える下部（２０７）と、
　前記上部（２０５）と前記下部（２０７）との間に位置し、前記回転可能な容器（２０
０）が回転している間に液体を保持するための側方収集チャンバ（２２０）を備える中間
部（２０６）と
を備える、ステップと、
ｂ）前記回転可能な容器（２００）の前記上部開口（２１０）を通して、前記回転可能な
容器（２００）内に分析物結合粒子を導入するステップと、
ｃ）前記液体の生物学的試料（９２０）を、導入された前記分析物結合粒子（９３０）と
混合するステップと、
ｄ）前記液体の生物学的試料（９２０）を前記分析物結合粒子（９３０）とともに培養し
、前記分析物を前記分析物結合粒子（９３０）に結合させるステップと、
ｅ）前記回転可能な容器（２００）を、所定の回転速度でその長手軸（２０１）周りで回
転させるステップであって、前記分析物結合粒子（９３０）を含む液体は、遠心力によっ
て前記側方収集チャンバ（２２０）に移動させられ、前記遠心力は、前記側方収集チャン
バ（２２０）の内壁の沈殿領域（３０１）に前記分析物結合粒子（９３０）を沈殿させる
のに充分である、ステップと、
ｆ）前記回転可能な容器（２００）の回転を減速させて、最終的には停止させるステップ
であって、前記液体は、前記回転可能な容器（２００）の前記下部（２０７）へと戻るよ
うに流れ、角減速度は、前記分析物結合粒子（９３０）の少なくとも一部が前記側方収集
チャンバ（２２０）の内壁の前記沈殿領域（３０１）に付着したままであるように、壁と
液体との間にせん断力を生じさせることによって前記側方収集チャンバ（２２０）の内壁
から前記粒子（９３０）を引き離すのに充分ではなく、それによって前記分析物結合粒子
（９３０）の前記少なくとも一部を前記液体から分離する、ステップと、
ｇ）前記側方収集チャンバ（２２０）に前記粒子（９３０）を残した状態で、前記回転可
能な容器（２００）の底部から前記液体を抜き出すステップと、
ｈ）前記回転可能な容器（２００）にその上部開口（２１０）を通して第２の液体を付加
するステップと、
ｉ）前記回転可能な容器（２００）を、所定の回転速度で第１の方向にその長手軸（２０
１）周りで回転させるステップと、
ｊ）前記回転可能な容器（２００）の回転を減速させて、最終的には停止させるステップ
と
を含み、
ステップｉ）における角加速度、および／または、ステップｊ）における角減速度は、壁
と液体との間にせん断力を生じさせることによって前記側方収集チャンバ（２２０）の内
壁から前記粒子（９３０）の少なくとも一部を引き離すのに充分である、方法。
【請求項１１】
ステップｊ）の後に、以下の、
ｋ）前記回転可能な容器（２００）を、前記第１の方向とは反対の第２の方向にその長手
軸（２０１）周りで回転させるステップと、
ｌ）前記回転可能な容器（２００）の回転を減速させて、最終的には停止させるステップ
と
をさらに含み、
ステップｋ）における角加速度、および／または、ステップｌ）における角減速度は、壁
と液体との間にせん断力を生じさせることによって前記側方収集チャンバ（２２０）の内
壁から前記粒子（９３０）の少なくとも一部を引き離すのに充分である、請求項１０記載
の方法。
【請求項１２】
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液体の生物学的試料（９２０）中に含まれる粒子（９３０）を光学的に分析するための自
動化システム（１）であって、該自動化システム（１）は、
液体の生物学的試料（９２０）を含む環状周囲チャンバ（７１０）を備える回転可能な容
器（７００）であって、該回転可能な容器（７００）は、
　前記容器（７００）が周りを回転可能な長手軸（２０１）と、
　透明な外壁（７１２）と、
　前記粒子（９３０）を含む前記液体の生物学的試料（９２０）を受け取るための上部開
口（２１０）を備える上部（２０５）と、
　前記液体を保持するための環状周囲チャンバ（７１０）を備え、前記上部（２０５）の
下に位置する中間部（２０６）であって、前記環状周囲チャンバ（７１０）は、その内壁
の表面上に、前記液体の生物学的試料（９２０）に含まれる前記粒子（９３０）のための
沈殿領域（３０１）を備え、前記環状周囲チャンバ（７１０）は、前記上部開口（２１０
）に流体接続されている、中間部（２０６）と
を備える、回転可能な容器（７００）と、
前記回転可能な容器（７００）をその長手軸（２０１）周りで制御された方法で回転させ
るための回転アクチュエータ（１０１）と、
前記液体の生物学的試料（９２０）を前記回転可能な容器（７００）内に導入するため、
および／または、そこから取り出すためのピペッタ（９１０）と、
前記自動化システム（１）を制御するための制御ユニット（１１０）と、
前記液体の生物学的試料（９２０）中に含まれる前記粒子（９３０）を光学的に分析する
ための結像光学系（６４０）を備えるスキャナ（６００）と
を備える、自動化システム（１）。
【請求項１３】
液体の生物学的試料（９２０）中に含まれる粒子（９３０）を光学的に分析するための回
転可能な容器（７００）であって、該回転可能な容器（７００）は、
　前記容器（７００）が周りを回転可能な長手軸（２０１）と、
　透明な外壁（７１２）と、
　前記粒子（９３０）を含む前記液体の生物学的試料（９２０）を受け取るための上部開
口（２１０）を備える上部（２０５）と、
　前記回転可能な容器（７００）が回転している間に前記液体を保持するための環状周囲
チャンバ（７１０）を備え、前記上部（２０５）の下に位置する中間部（２０６）であっ
て、前記環状周囲チャンバ（７１０）は、その内壁の表面上に、前記液体の生物学的試料
（９２０）に含まれる前記粒子（９３０）のための沈殿領域（３０１）を備え、前記環状
周囲チャンバ（７１０）は、前記上部開口（２１０）に流体接続されている、中間部（２
０６）と
を備える、回転可能な容器（７００）。
【請求項１４】
液体の生物学的試料（９２０）中に含まれる粒子（９３０）を光学的に分析するための方
法であって、該方法は、
ａ）前記粒子（９３０）を含む前記液体の生物学的試料（９２０）を、環状周囲チャンバ
（７１０）を備える回転可能な容器（７００）内に、前記環状周囲チャンバ（７１０）内
への、回転可能な容器（７００）の上部開口（２１０）を通して、導入するステップであ
って、前記回転可能な容器（７００）は、
　前記容器（７００）が周りを回転可能な長手軸（２０１）と、
　透明な外壁（７１２）と、
　前記粒子（９３０）を含む前記液体の生物学的試料（９２０）を受け取るための上部開
口（２１０）を備える上部（２０５）と、
　液体を保持するための環状周囲チャンバ（７１０）を備え、前記上部（２０５）の下に
位置する中間部（２０６）であって、前記環状周囲チャンバ（７１０）は、その内壁の表
面上に、前記液体の生物学的試料（９２０）に含まれる前記粒子（９３０）のための沈殿



(5) JP 2017-522887 A5 2018.4.12

領域（３０１）を備え、前記環状周囲チャンバ（７１０）は、前記上部開口（２１０）に
流体接続されている、中間部（２０６）と
を備える、ステップと、
ｂ）前記回転可能な容器（７００）を、所定の回転速度でその長手軸（２０１）周りで回
転させるステップであって、遠心力は、前記環状周囲チャンバ（７１０）の前記沈殿領域
（３０１）に前記粒子（９３０）を沈殿させるのに充分である、ステップと、
ｃ）結像光学系（６４０）を備えるスキャナ（６００）により前記粒子（９３０）を光学
的に分析するステップと
を含む、方法。
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